
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

　　　・建物並びに器具及び備品－定額法

　　　・リース資産

　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

　　　・退職給付引当金－当該会計年度末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額

　　　・賞与引当金　　－翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額

（１）一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会による退職給付制度

　　　※平成27年9月30日付制度終了、下記（３）へ移行。

　　　※退職給付引当資産、退職給付引当金を平成29年にかけて分割して取崩

（２）独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員退職手当共済法に基づく退職共済制度

（３）京都社会福祉事業企業年金基金による確定給付企業年金制度（平成27年10月1日付厚生労働大臣認可）

　　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）養護老人ホーム拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

　　ア　措置施設

　　イ　特定施設入居者生活介護

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

　　ア　措置施設

　　イ　特定施設入居者生活介護

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

16,375,486 1,943,503 3,887,006 14,431,983

16,375,486 1,943,503 3,887,006 14,431,983

１．重要な会計方針

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類

建物

合計

計算書類に対する注記（養護老人ホーム拠点）
別紙２



計算書類に対する注記（養護老人ホーム拠点）
別紙２

該当なし。

　　担保に供されている資産は以下のとおりである。

円

円

　　担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

円

円

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累
計額

当期末残高

98,156,760 83,724,777 14,431,983

49,680,057 39,942,876 9,737,181

3,046,250 2,791,661 254,589

129,840 7,227 122,613

1,591,050 1,591,048 2

57,430,211 52,071,873 5,358,338

198,180 118,908 79,272

210,232,348 180,248,370 29,983,978

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

帳簿価額 時価 評価損益

該当なし。

（１）養護老人ホーム建物の経年劣化による改築のための預金の積立てを平成27年度に開始した。

　　　毎年40,000,000円を積立て、自己資金として302,000,000円を積立てる見込。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

７．担保に供している資産

該当なし

計

該当なし

計

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合
は記載不要。）

（単位：円）

建物

建物

構築物

機械及び装置

車輌運搬具

器具及び備品

該当なし

合計

１１．重要な後発事象

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら
かにするために必要な事項

ソフトウェア

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

（単位：円）

種類及び銘柄



計算書類に対する注記（養護老人ホーム拠点）
別紙２

　　　※自己資金算出根拠としては、建物（基本財産）、建物、構築物の取得額合計の2.0倍である。


